
資料１

函館市の高齢者虐待の現状について

１　養護者による高齢者虐待についての対応状況
　　※　「養護者」とは高齢者の家族等現に養護する者であって養介護施設従事者等以外の者

（１）　相談・通報対応件数および相談・通報者
　　※　１件の事例に対し複数のものから相談・通報があった場合，それぞれの該当項目に重複して計上されるため，

　　　　合計人数は「相談・通報対応件数（実数）」に一致しない。

　　※　構成割合は相談・通報対応件数(実数)に対する算出である。

件数 78 32 5 1 3 12 7 1 3 15 0 4 83

構成割合 (41.0%) (6.4%) (1.3%) (3.8%) (15.4%) (9.0%) (1.3%) (3.8%) (19.2%) (0.0%) (5.1%)

件数 77 23 4 3 1 3 12 1 5 31 0 6 89

構成割合 (29.9%) (5.2%) (3.9%) (1.3%) (3.9%) (15.6%) (1.3%) (6.5%) (40.3%) (0.0%) (7.8%)

件数 93 26 4 5 0 6 7 2 4 46 0 0 100

構成割合 (28.0%) (4.3%) (5.4%) (0.0%) (6.5%) (7.5%) (2.2%) (4.3%) (49.5%) (0.0%) (0.0%)

虐待者
自身

民生委
員

相談・通報

対応件数

（実数）

相談・通報者（重複有り）

被虐待
高齢者
本人

その他
(匿名含

む)

函館市要援護高齢者・障がい者対策協議会

平成３０年２月７日

不明警察
家族・
親族

２７年度
函館市

当該市
区町村

行政職員

〇　当市における相談・通報件数は，平成２７年度と比較しほぼ同数である。
〇　相談・通報者については，警察機関からの通報が一番多く，次に介護支援専門員等となっており，Ａ市においても同様の傾
　 向である。

２８年度
Ａ市

近隣
住民・
知人

２８年度
函館市

区分
介護支援
専門員・
介護保険
事業所
職員

医療機関 合計

29.9%

5.2%
3.9%

1.3%
3.9%

15.6%

1.3%

6.5%

40.3%

0.0%

7.8%

28.0%

4.3% 5.4%

0.0%

6.5% 7.5%
2.2% 4.3%

49.5%

0.0% 0.0%
0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

函館市 Ａ市
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（２）　事実確認の状況
　　※　前年度中に相談・通報があったものも含む

訪問調査 情報収集 警察同行
警察同行

無し
調査不要

調査予定・
検討中

件数 78 78 78 60 18 0 0 0 0 0 0

構成割合 (76.9%) (23.1%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

件数 77 77 77 56 21 0 0 0 0 0 0

構成割合 (72.7%) (27.3%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

件数 96 94 94 57 37 0 0 0 2 1 1

構成割合 (59.4%) (38.5%) (0.0%) (0.0%) (1.0%) (1.0%)

当該年度中に事実確認調査を行った事例

〇　平成２７年度と同様に，当該年度内に受けた相談・通報は，全て当該年度中に事実確認を実施した。
〇　事実確認方法については，平成２７年度と同様に訪問調査による事実確認が７割程で，Ａ市においても同様の傾向
　 にある。

２８年度
函館市

２７年度
函館市

２８年度
Ａ市

区分
立ち入り調査以外の方法 立ち入り調査

当該年度中に事実確認
　調査を行っていない事例

合計

59.4%

72.7%

38.5%

27.3%

1.0%

1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ａ市

函館市

訪問調査 情報収集 立入調査（警察同行）

立入調査（警察無し） 調査不要 調査予定・検討中
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（３）　事実確認調査の結果
　　※　事実確認調査を行った事例の内訳

合計
虐待を受けたと
判断した事例

虐待ではないと
判断した事例

虐待の判断に
至らなかった事例

件数 78 44 14 20

構成割合 (56.4%) (17.9%) (25.6%)

件数 77 27 42 8

構成割合 (35.1%) (54.5%) (10.4%)

件数 94 21 43 30

構成割合 (22.3%) (45.7%) (31.9%)

区分

２７年度
函館市

２８年度
函館市

２８年度
Ａ市

〇　事実確認調査の結果について，虐待と判断した事例は平成２７年度と比較し減少した。
○　Ａ市との比較について，当市の方が虐待と判断した事例が多い。

22.3%

35.1%

45.7%

54.5%

31.9%

10.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ａ市

函館市

虐待と判断 虐待でないと判断 判断に至らず
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（４）　虐待の種別・類型
　　※　事実確認調査の結果「虐待を受けたと判断した事例」の内訳

　　※　複数の虐待種別にて判断する事例もあり，被虐待者実数と内訳の合計数は一致しない。

身体的虐待 介護等放棄 心理的虐待 性的虐待 経済的虐待 合計

件数 45 32 3 23 0 10 68

構成割合 (71.1%) (6.7%) (51.1%) (0.0%) (22.2%)

件数 27 19 2 14 0 6 41

構成割合 (70.4%) (7.4%) (51.9%) (0.0%) (22.2%)

件数 21 16 1 7 0 2 26

構成割合 (76.2%) (4.8%) (33.3%) (0.0%) (9.5%)

〇　虐待種別について，平成２７年度と同様に「身体的虐待」が多く，次に「心理的虐待」，「経済的虐
　 待」となり，Ａ市との比較においても同様の傾向にある。

２８年度
Ａ市

区分

２８年度
函館市

２７年度
函館市

被虐待者
実数

内訳（重複有り）

70.4%

7.4%

51.9%

0.0%

22.2%

76.2%

4.8%

33.3%

0.0%

9.5%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

身体的虐待 介護等放棄 心理的虐待 性的虐待 経済的虐待

函館市 Ａ市
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（５）　被虐待高齢者の性別
　　※　虐待判断事例件数１件に対し，被虐待高齢者が複数の場合があるため，事実確認調査の結果「虐待を受けた

　　　　と判断した事例」の件数と一致しない

合計 男 女 不明

件数 45 11 34 0

構成割合 (24.4%) (75.6%) (0.0%)

件数 27 5 22 0

構成割合 (18.5%) (81.5%) (0.0%)

件数 21 6 15 0

構成割合 (28.6%) (71.4%) (0.0%)

２８年度
Ａ市

区分

２８年度
函館市

２７年度
函館市

〇　被虐待高齢者の性別について，平成２７年度と同様に女性の割合が大きく，Ａ市との比較においても
　 同様の傾向にある。

28.6%

18.5%

71.4%

81.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ａ市

函館市

男 女 不明
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（６）　被虐待高齢者の年齢
　　※　虐待判断事例件数１件に対し，被虐待高齢者が複数の場合があるため，事実確認調査の結果「虐待を

　　　　受けたと判断した事例」の件数と一致しない

合計 ６５～６９歳 ７０～７４歳 ７５～７９歳 ８０～８４歳 ８５～８９歳 ９０歳以上 不明

件数 45 2 7 4 18 9 5 0

構成割合 (4.4%) (15.6%) (8.9%) (40.0%) (20.0%) (11.1%) (0.0%)

件数 27 1 4 5 7 7 3 0

構成割合 (3.7%) (14.8%) (18.5%) (25.9%) (25.9%) (11.1%) (0.0%)

件数 21 5 3 3 3 7 0 0

構成割合 (23.8%) (14.3%) (14.3%) (14.3%) (33.3%) (0.0%) (0.0%)

２８年度
Ａ市

区分

２８年度
函館市

２７年度
函館市

〇　被虐待高齢者の年齢について，８０歳代の割合が一番大きく，次に７０歳代となり，Ａ市にお
　 いても同様の傾向にある。

23.8%

3.7%

14.3%

14.8%

14.3%

18.5%

14.3%

25.9%

33.3%

25.9% 11.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ａ市

函館市

６５～６９歳 ７０～７４歳 ７５～７９歳 ８０～８４歳

８５～８９歳 ９０歳以上 不明
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（７）　被虐待高齢者の要介護認定
　　※　虐待判断事例件数１件に対し，被虐待高齢者が複数の場合があるため，事実確認調査の結果「虐待を受けた

　　　　と判断した事例」の件数と一致しない

合計 未申請 申請中 認定済み 認定非該当 不明

件数 45 12 3 29 1 0

構成割合 (26.7%) (6.7%) (64.4%) (2.2%) (0.0%)

件数 27 0 2 25 0 0

構成割合 (0.0%) (7.4%) (92.6%) (0.0%) (0.0%)

件数 21 9 2 10 0 0

構成割合 (42.9%) (9.5%) (47.6%) (0.0%) (0.0%)

２８年度
Ａ市

区分

２８年度
函館市

２７年度
函館市

〇　被虐待者の要介護認定については，要介護認定を受けている方がほとんどであった。
○　Ａ市においては，要介護認定の未申請の方が４割程おり，当市との違いがあった。

42.9% 9.5%

7.4%

47.6%

92.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ａ市

函館市

未申請 申請中 認定済 非該当 不明
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（８）　被虐待高齢者の要介護状態区分
　　※　被虐待高齢者の要介護認定の「認定済み」の内訳

合計 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 不明
(再掲)
要介護
３以上

件数 29 6 2 6 8 4 2 1 0 7

構成割合 (20.7%) (6.9%) (20.7%) (27.6%) (13.8%) (6.9%) (3.4%) (0.0%) (24.1%)

件数 25 3 1 6 1 3 6 5 0 14

構成割合 (12.0%) (4.0%) (24.0%) (4.0%) (12.0%) (24.0%) (20.0%) (0.0%) (56.0%)

件数 10 0 2 3 1 2 2 0 0 4

構成割合 (0.0%) (20.0%) (30.0%) (10.0%) (20.0%) (20.0%) (0.0%) (0.0%) (40.0%)

〇　被虐待高齢者の要介護状態区分について，平成２７年度と比較し，要介護３以上の高齢者の割合が増加し
　 ている。

２８年度
Ａ市

区分

２８年度
函館市

２７年度
函館市

　　　※　(参考例)要介護3…入浴や衣服の着脱，排せつなどに全面的な介助が必要。認知症がある場合は，かなりの問題行動や理解力

　　　　　　　　　　　　　　　　　 の低下が見られる。

12.0%

20.0%

4.0%

30.0%

24.0%

10.0%

4.0%

20.0%

12.0%

20.0%

24.0% 20.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ａ市

函館市

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 不明
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（９）　被虐待高齢者の認知症日常生活自立度
　　※　被虐待高齢者の要介護認定の「認定済み」の内訳

合計
自立または
認知症無し

自立度Ⅰ 自立度Ⅱ 自立度Ⅲ 自立度Ⅳ 自立度M
認知症
あるが

自立度不明

認知症の
有無が不明

(再掲)
自立度
Ⅱ以上

件数 29 5 8 11 5 0 0 0 0 16

構成割合 (17.2%) (27.6%) (37.9%) (17.2%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (55.2%)

件数 25 2 8 10 2 1 1 0 1 14

構成割合 (8.0%) (32.0%) (40.0%) (8.0%) (4.0%) (4.0%) (0.0%) (4.0%) (56.0%)

件数 10 1 3 1 4 0 1 0 0 6

構成割合 (10.0%) (30.0%) (10.0%) (40.0%) (0.0%) (10.0%) (0.0%) (0.0%) (60.0%)

〇　被虐待高齢者の認知症日常生活自立度について，虐待を受けている高齢者の半数以上が認知症日常生活自立度
　 Ⅱ以上である。
〇　平成２７年度においても同様の傾向を示し，認知症を有する高齢者は虐待を受けやすい状況がうかがえる。

２８年度
Ａ市

区分

２８年度
函館市

２７年度
函館市

　　　※　(参考例)認知症日常生活自立度Ⅱ…日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても，誰かが注意して

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いれば自立できる。

10.0%

8.0%

30.0%

32.0%

10.0%

40.0%

40.0%

8.0% 4.0%

10.0%

4.0%4.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ａ市

函館市

自立 自立度Ⅰ 自立度Ⅱ 自立度Ⅲ 自立度Ⅳ 自立度M 不明
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（１０）　虐待者との同居・別居

　　※　被虐待高齢者ごとに集計しているため，事実確認調査の結果「虐待を受けたと判断した事例」の

　　  　件数と一致しない。

合計
虐待者
と同居

虐待者
と別居

その他 不明

件数 45 37 7 1 0

構成割合 (82.2%) (15.6%) (2.2%) (0.0%)

件数 27 23 2 2 0

構成割合 (85.2%) (7.4%) (7.4%) (0.0%)

件数 21 18 3 0 0

構成割合 (85.7%) (14.3%) (0.0%) (0.0%)

２８年度
Ａ市

区分

２８年度
函館市

２７年度
函館市

〇　虐待者との同居・別居について，８割以上が被虐待者との同居にて虐待を受けている状況であり，Ａ
　 市においても同様の傾向にある。
○　平成２７年度においても同様の傾向を示し，養護者との同居において虐待を受けやすい状況がうかが
 　える。

85.7%

85.2%

14.3%

7.4% 7.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ａ市

函館市

同居 別居 その他 不明
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（１１）　世帯構成

　　※　被虐待高齢者ごとに集計しているため，事実確認調査の結果「虐待を受けたと判断した事例」の件数と

　　  　一致しない。

合計 単独世帯
夫婦のみ

世帯
未婚の子

と同居

配偶者と
離別・死
別等した
子と同居

子夫婦と
同居

その他 不明

件数 45 3 17 11 6 2 6 0

構成割合 (6.7%) (37.8%) (24.4%) (13.3%) (4.4%) (13.3%) (0.0%)

件数 27 1 8 11 1 1 5 0

構成割合 (3.7%) (29.6%) (40.7%) (3.7%) (3.7%) (18.5%) (0.0%)

件数 21 1 8 7 2 2 1 0

構成割合 (4.8%) (38.1%) (33.3%) (9.5%) (9.5%) (4.8%) (0.0%)

２８年度
Ａ市

区分

２８年度
函館市

２７年度
函館市

〇　世帯構成について，７割以上が夫婦のみの世帯および未婚の子との同居にて，虐待を受けている
　 状況であり，Ａ市においても同様の傾向にある。
○　平成２７年度においてもほぼ同様の傾向を示し，高齢者と養護者のみの世帯は虐待を受けやすい
 　状況がうかがえる。

4.8%

3.7%

38.1%

29.6%

33.3%

40.7%

9.5%

3.7%

9.5%

3.7%

4.8%

18.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ａ市

函館市

単独世帯 夫婦のみ世帯 未婚の子と同居

離・死別した子と同居 子夫婦と同居 その他

不明
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（１２）　虐待者の被虐待高齢者との続柄

　　※　虐待判断事例件数１件に対し，虐待者が複数の場合があるため，事実確認調査の結果「虐待を受けたと判断し

　　　　た事例」の件数と一致しない

夫 妻 息子 娘
息子の
配偶者
（嫁）

娘の
配偶者
（婿）

兄弟姉妹 孫 その他 不明 (内訳合計)

件数 45 11 4 20 2 0 0 0 3 5 0 45

構成割合 (24.4%) (8.9%) (44.4%) (4.4%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (6.7%) (11.1%) (0.0%)

件数 27 7 3 14 4 1 0 0 0 0 0 29

構成割合 (25.9%) (11.1%) (51.9%) (14.8%) (3.7%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

件数 21 8 3 8 2 0 0 0 0 0 0 21

構成割合 (38.1%) (14.3%) (38.1%) (9.5%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

〇　虐待者と被虐待者との続柄について「息子」が一番多く，次に「夫」となり，平成２７年度と同様の傾向にある。Ａ市にお
 　いても「夫」と「息子」が同数で一番多く，当市とほぼ同様の傾向を示している。

２８年度
Ａ市

区分

２８年度
函館市

合計

２７年度
函館市

内訳（重複有り）

38.1%

25.9%

14.3%

11.1%

38.1%

51.9%

9.5%

14.8% 3.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ａ市

函館市

夫 妻 息子 娘 嫁 婿 兄弟 孫 その他 不明
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（１３）　虐待者の年齢

　　※　虐待判断事例件数１件に対し，虐待者が複数の場合があるため，事実確認調査の結果「虐待を受けたと判断し

　　　　た事例」の件数と一致しない

20歳
未満

20～
29歳

30～
39歳

40～
49歳

50～
59歳

60～
64歳

65～
69歳

70～
74歳

75～
79歳

80～
84歳

85～
89歳

90歳
以上

不明
虐待者

数

件数 45 0 1 2 9 7 4 2 4 3 9 3 0 1 45

構成割
合

(0.0%) (2.2%) (4.4%) (20.0%) (15.6%) (8.9%) (4.4%) (8.9%) (6.7%) (20.0%) (6.7%) (0.0%) (2.2%)

件数 27 0 0 1 2 6 2 7 1 2 4 0 0 4 29

構成割
合

(0.0%) (0.0%) (3.7%) (7.4%) (22.2%) (7.4%) (25.9%) (3.7%) (7.4%) (14.8%) (0.0%) (0.0%) (14.8%)

件数 21 0 0 0 3 3 5 1 4 4 0 1 0 0 21

構成割
合

(0.0%) (0.0%) (0.0%) (14.3%) (14.3%) (23.8%) (4.8%) (19.0%) (19.0%) (0.0%) (4.8%) (0.0%) (0.0%)

２７年度
函館市

２８年度
函館市

２８年度
Ａ市

〇　虐待者の年齢について６０歳代後半が一番多く，次に５０歳代，８０歳代前半となっており，Ａ市においては６０歳代前半
　 が多く，次に７０歳代前半，７０歳代後半となっている。
○　両市とも３０歳未満および９０歳以上の虐待者はおらず，３０歳代から８０歳代の養護者による虐待が行われている状況
 　にある。

被虐
待高
齢者
実数

区分

虐待者

0.0% 0.0%

3.7%

7.4%

22.2%

7.4%

25.9%

3.7%

7.4%

14.8%

0.0% 0.0%

14.8%

0.0% 0.0% 0.0%

14.3% 14.3%

23.8%

4.8%

19.0% 19.0%

0.0%

4.8%

0.0% 0.0%
0.0%

15.0%

30.0%

20歳

未満

20～

29歳

30～

39歳

40～

49歳

50～

59歳

60～

64歳

65～

69歳

70～

74歳

75～

79歳

80～

84歳

85～

89歳

90歳

以上

不明

函館市 Ａ市

-13-



（１４）　虐待への対応策としての分離の有無

　　※　前年度中に「虐待を受けたと判断した事例」も含む

　　※　被虐待高齢者ごとに集計しているため，事実確認調査の結果「虐待を受けたと判断した事例」の

　　　  件数と一致しない。

合計
虐待者からの分
離を行った事例

虐待者から分離
していない事例

検討，調整中
虐待判断時点で
既に分離状態の

事例
その他

件数 61 19 32 1 5 4

構成割合 (31.1%) (52.5%) (1.6%) (8.2%) (6.6%)

件数 47 14 25 1 6 1

構成割合 (29.8%) (53.2%) (2.1%) (12.8%) (2.1%)

件数 22 10 2 1 8 1

構成割合 (45.5%) (9.1%) (4.5%) (36.4%) (4.5%)

２８年度
Ａ市

区分

２８年度
函館市

２７年度
函館市

〇　虐待への対応策としての分離の有無について，虐待者から分離していない事例が半数を超
　 える傾向にあり，平成２７年度と同様の傾向にある。
○　Ａ市においては虐待者から分離した事例が一番多く，次に虐待判断の時点で既に分離状態
 　である事例が続き，８割以上が分離されている状況である。

45.5%

29.8%

9.1%

53.2%

4.5%

2.1%

36.4%

12.8%

4.5%

2.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ａ市

函館市

虐待者から分離 分離していない 検討中 既に分離 その他

-14-



（１５）　分離を行った事例の対応の内訳
　　※　「虐待者から分離を行った事例」「被虐待高齢者が複数で異なる対応（分離と非分離）」の合計の内訳

面会の制限を
行った事例

件数 19 9 1 1 4 1 4

構成割合 (47.4%) (5.3%) (21.1%) (5.3%) (21.1%)

件数 14 8 0 0 0 1 5

構成割合 (57.1%) (0.0%) (0.0%) (7.1%) (35.7%)

件数 10 4 1 1 1 0 4

構成割合 (40.0%) (10.0%) (10.0%) (0.0%) (40.0%)

区分 緊急一時保護

〇　分離を行った事例の対応の内訳について，契約による介護保険サービスの利用の他，その他（サービス
　 付き高齢者向け住宅への入居など）が多い状況であり，Ａ市においても同様の傾向にある。
　 　また，当市のやむを得ない事由による措置および緊急一時保護による対応は０であった。

２８年度
函館市

　　　※　その他…左記以外の住まい・施設の利用，虐待者を転居など被虐待者から分離

２７年度
函館市

医療機関への
一時入院

その他合計

２８年度
Ａ市

契約による
介護保険

ｻｰﾋﾞｽの利用

やむを得ない
事由による措置

47.4%

57.1%

5.3% 21.1%

7.1%

21.1%

35.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ａ市

函館市

介護サービス利用 やむ措置 緊急一時保護 一時入院 その他
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（１６）　分離していない事例の対応の内訳
　　※　「虐待者から分離していない事例」「被虐待高齢者が複数で異なる対応（分離と非分離）」の合計の内訳

養護者に対する
助言・指導

養護者自身が介
護負担軽減のため

の事業に参加

被虐待高齢者が
新たに介護保険

ｻｰﾋﾞｽを利用

既に介護保険ｻｰ
ﾋﾞｽを受けている

が，ｹｱﾌﾟﾗﾝを
見直し

被虐待高齢者が
介護保険ｻｰﾋﾞｽ以
外のｻｰﾋﾞｽを利用

見守り その他

件数 32 12 0 3 5 0 11 10

構成割合 (37.5%) (0.0%) (9.4%) (15.6%) (0.0%) (34.4%) (31.3%)

件数 25 14 0 1 4 0 8 7

構成割合 (56.0%) (0.0%) (4.0%) (16.0%) (0.0%) (32.0%) (28.0%)

件数 2 0 0 0 0 0 1 1

構成割合 (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (50.0%) (50.0%)

〇　分離していない事例の対応の内訳について，「養護者に対する助言・指導」が一番多く，次に「見守り」となって
　 おり，平成２７年度と同様の傾向にある。Ａ市においては２名と少数であり，「見守り」と「その他」が各１名であっ
　 た。

〇　類似都市として比較したＡ市は，総人口にて８万人ほど，老齢の方にて２万人ほど多い。高齢者虐待の相談・
　 通報件数は当市より１６件多い状況であったが，虐待判断件数は当市が６件多い状況であった。
　 　次に，当市の平成２７年度との比較において，相談件数は１減となるも，虐待と判断した件数は１７減と４割程
　 減少しており，その要因として「高齢者あんしん相談窓口　地域包括支援センター」と連携し，対象世帯に発生し
　 た課題に対し，早期発見および適切な支援による未然防止が図られた他，民生委員や町会関係者など地域組
 　織の関係者などによる早期の相談や通報にて未然防止に繋げたことが考えられる。
　 　しかし，虐待判断件数は２７件（平成２８年度）と依然として高い状況にあることから，未然防止に向け継続して
　取り組む必要がある。
〇　今後の取り組みとして，厚生労働省による調査において，虐待種別では「身体的虐待」が半数以上を占め，虐
 　待者では「息子」や「夫」による虐待が半数以上を占める状況であるが，当市やＡ市においても同様の傾向にあ
　 り，該当世帯に対する相談支援など早期の介入が効果的と考えられる。
　　 更に，認知症など疾病の悪化やＡＤＬの低下に伴う世帯の課題やリスクに対し，医療機関や介護保険事業所
　 との情報共有の他，高齢者の身近な存在となり得る民生委員や町会関係者など地域組織の関係者との連携に
　 よる早期発見・対応が虐待防止に効果的であると考えられる。

２８年度
Ａ市

内訳（重複有り）

区分

２８年度
函館市

２７年度
函館市

分離して
いない
事例の
実数

   　※　その他…被虐待者への介護保険・福祉サービスにおける情報提供。被虐待者・虐待者への医療機関の情報提供・受診

56.0% 4.0% 16.0%

50.0%

32.0%

50.0%

28.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ａ市

函館市

助言・指導 介護負担軽減 新たに介護サービス利用

ケアプラン見直し 介護サービス以外を利用 その他

見守り
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２　養介護施設従事者等による高齢者虐待についての対応状況
　　※　「養介護施設従事者等」とは介護老人福祉施設など養介護施設または居宅サービス事業など養介護事業の業務に

　　　　従事する者

（１）　相談・通報対応件数および相談・通報者
　　※　１件の事例に対し複数のものから相談・通報があった場合，それぞれの該当項目に重複して計上されるため，

　　　　合計人数は「相談・通報対応件数（実数）」に一致しない。

件数 13 1 4 2 5 2 0 0 0 0 0 3 1 18

構成割合 (7.7%) (30.8%) (15.4%) (38.5%) (15.4%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (23.1%) (7.7%)

件数 16 0 3 1 0 2 2 1 0 0 1 4 4 18

構成割合 (0.0%) (18.8%) (6.3%) (0.0%) (12.5%) (12.5%) (6.3%) (0.0%) (0.0%) (6.3%) (25.0%) (25.0%)

件数 6 0 1 4 1 0 0 0 0 1 0 1 1 9

構成割合 (0.0%) (16.7%) (66.7%) (16.7%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (16.7%) (0.0%) (16.7%) (16.7%)

（２）　事実確認の状況

　　※　前年度中に相談・通報があったものも含む

事実が
認めら
れた

事実が
認められ
なかった

判断に
至らな
かった

虐待で
はなく
調査
不要

調査を
予定・
検討中

都道府
県へ調
査を
依頼

その他

件数 16 14 4 6 4 2 0 2 0 0

構成割合 (25.0%) (37.5%) (25.0%) (0.0%) (12.5%) (0.0%) (0.0%)

件数 18 13 2 8 3 5 0 4 0 1

構成割合 (11.1%) (44.4%) (16.7%) (0.0%) (22.2%) (0.0%) (5.6%)

件数 6 6 0 0 6 0 0 0 0 0

構成割合 (0.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

２８年度
Ａ市

医師・医
療関係
従事者

家族・
親族

２８年度
函館市

２８年度
函館市

２７年度
函館市

当該年度中に事実確認調査
を行っていない事例

２７年度
函館市

区分
合計

当該施設
元職員

不明(匿
名含む)

国民健
康保険
団体連
合会

その他
施設・事
業所の
管理者

警察
都道府
県から
連絡

介護支援
専門員

〇　当市の養介護施設従事者等による相談・通報件数は，Ａ市と比較し２倍以上であり，平成２７年度と同様の状況である。
〇　当市の虐待判断件数は，平成２７年度と比較し１／２であるが，相談通報日が年度末の時期となり事実確認および虐待判
　 断が平成２９年度となる施設もあり，単純に半減したものではない。

〇　相談・通報件数は，平成２７年度と比較して３件の増加となり，虐待に対する意識の向上に一定の成果を得られたと考える。
○　相談・通報者における不明（匿名）の割合が平成２７年度と比較し３件ほど増加しているが，匿名に至る理由として，守秘義務に
　疑問を呈する意見もあり，引き続き通報義務など虐待予防に関わる啓発に取り組む必要がある。
○　虐待の発生要因として，管理体制の不備や専門職としての倫理観の未熟さの他，支援方法や感情コントロールなどの技術不足
　 が考えられ，当市主催による虐待防止講演会開催の他，他の団体による研修の開催に関わる事業所への通知案内や， 所属す
　 る法人や事業所にて独自に勉強会などを企画し，実施が出来るよう支援体制の確立が必要と考える。

本人に
よる届出

２８年度
Ａ市

合計区分

相談
通報
対応
件数

（実数）

当該年度中に事実確認調査
を行った事例

相談・通報者（重複有り）

当該施
設職員
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